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京都府農林水産部長通知 

 

第１ 趣 旨 

知事は、長引くコロナ禍による消費低迷に加え、国際情勢等に伴う肥料価格高騰の影響を受

けた農業者に対し、原料を海外からの輸入に依存する化学肥料から国産有機質肥料等への転換

の取組を支援するため、補助金等の交付に関する規則（昭和35年京都府規則第23号。以下「規

則」という。）及びこの要領に定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。 

 

第２ 事業の内容等 

本事業の事業内容、事業実施主体、採択基準及び補助率等については、別表のとおりとする。 

 

第３ 事業の実施等 

１ 交付申請等 

（１）事業実施主体は、規則第５条の規定により、補助金交付申請書（別記第１号様式）を知事

に提出するものとする。 

（２）知事は、申請内容が本事業の趣旨に照らして適当と認めたときは、当該事業実施主体に対

して補助金の交付決定を行うものとする。 

（３）事業実施主体は、補助事業の内容について、次に掲げる内容を変更しようとするときは、

規則第９条の規定により補助金変更承認申請書（別記第２号様式）を提出し、知事の承認を

受けなければならない。 

ア 事業の中止又は廃止 

イ 事業実施主体を構成する者の追加又は変更 

ウ 補助金額の増又は２割を超える減 

エ 事業内容の追加又は変更 

２ 実績報告 

（１）事業実施主体は、事業が完了したとき（事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。）

は、別に定める期日までに規則第１３条の規定により、補助金実績報告書（別記第３号様式）

を知事に提出するものとする。 

（２）既に実施済みの事業については、補助金交付申請書（別記第１号様式）に実績報告時に必

要な資料を添えて提出することにより、（１）に規定する実績報告書の提出があったものとみ

なす。 

 

第４ 補助対象期間 

  本事業の補助対象期間は、交付決定日から令和５年３月１０日までとする。 

  ただし、事業趣旨に鑑み、肥料価格高騰の影響から早期に肥料を確保するために、令和４年

５月１８日以降に着手された内容について、これを対象とすることができるものとする。 



 

 

第５ 書類の提出先 

この要領に基づき知事に提出する書類は、事業実施主体の主たる事務所の所在地が京都市、

向日市、長岡京市及び乙訓郡大山崎町にあっては知事に、その他の場合にあっては当該事業実

施主体の主たる事務所の所在地を所管する京都府広域振興局の長を経由して知事に提出する

ものとする。 

 

第６ その他 

この要領に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項については、知事が別に定 

めるものとする。 

 

附 則 

この実施要領は、令和４年７月５日から施行する。 

 

附 則 

この実施要領は、令和４年１１月１５日から適用する。 



 

【別表】 

事 業 内 容 事業実施主体 採択基準 補助率等 

原料を海外からの輸入に依存する化学肥料から、国産有機質

肥料等への転換を図ることで、コロナ禍や国際情勢等に左右さ

れない中長期的に安定した農業経営の実現に向けた取組に係る

以下の経費に対し助成する。 

事業期間は、令和４年５月１８日から令和５年３月１０日と

し、期間内に購入（請求書等を提出）したものに限る。 

１ 国内産有機質肥料への転換に要する経費  

（１）土壌分析費 

（２）国産有機質肥料購入費 

（３）運搬・散布代行費 

 

２ その他、事業の趣旨に照らして化学肥料の削減効果が認め

られる取組に係る経費 

（１）緑肥作物の種子購入費 

（２）マルチ資材等購入費 

（３）その他知事が認めるもの 

２戸以上の農業者

が組織するグルー

プ、集落営農組織等 

なお、以下の者

は、１戸で申請可能

とする。 

・１名以上の雇用者

がいる農業法人 

・認定新規就農者 

以下の基準をすべて満たすこと。 

１ 京都府内に所在する農業者のグルー 

プ・組織であり、府内に主な生産・経

営基盤を持つこと 

 

２ 国産有機質肥料への転換等※によ

り、化学肥料の使用を削減する取組で

あること 

※府内産畜産堆肥への転換を優先採択 

 

３ 化学肥料の施用量（窒素・リン酸・

カリの各種合計成分量）を前作から

２０％以上転換することで環境にやさ

しい農業に取り組むこと 

 

４ 他の補助事業と重複した申請となら

ないこと 

１ 補助率  

定額 

10a当たり10千円

以内 

 

２ 補助上限額 

１事業実施主体 

当たり500千円 

ただし、府補助

金額が事業に要

する経費（事業

費）を超えない

範囲において、

補助を行うこと

とする 

 

３ 事業費は税抜き

金額とする  

 


